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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第42期

第１四半期累計期間
第43期

第１四半期累計期間
第42期

会計期間
自 平成25年10月21日
至 平成26年１月20日

自 平成26年10月21日
至 平成27年１月20日

自 平成25年10月21日
至 平成26年10月20日

売上高 (千円) 180,463 253,162 2,421,628

経常利益又は経常損失(△) (千円) △71,547 △55,504 237,809

四半期純損失(△)又は当期純利
益

(千円) △46,840 △36,671 147,205

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 479,885 479,885 479,885

発行済株式総数 (株) 5,969,024 5,969,024 5,969,024

純資産額 (千円) 1,768,827 1,889,151 1,956,944

総資産額 (千円) 5,400,085 5,668,244 5,370,637

１株当たり四半期純損失金額
(△)又は当期純利益金額

(円) △8.36 △6.54 26.28

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 7.00

自己資本比率 (％) 32.8 33.3 36.4
 

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

 ２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 ３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

 ４　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告

書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1)経営成績の分析

①業績の概況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和政策などを背景にして、円安・

株高が継続し、大企業を中心に企業収益が改善するなど景気は緩やかながら回復基調で推移したものの、一方で

は、円安による物価上昇や消費税増税後の個人消費の落ち込みが長期化するなどして、先行き不透明な状況で推移

しました。　

その中で当社の属する建設コンサルタント業界の市場環境におきましては、平成26年度に「国土強靭化法」なら

びに「改正品確法」をはじめとする担い手育成３法が改正されたことにより、長く続いた公共投資の縮小傾向に歯

止めがかかり、明るい兆しが見えてきましたが、長期的には不透明であります。

こうした状況の中、当社としては、他社との差別化を目指して、培ったノウハウを活用し顧客のニーズに合った

技術提案の強化を経営の最重要課題のひとつとして位置付けて、きめ細かな営業活動を展開し全社を挙げて受注確

保に取り組みましたが、当第１四半期累計期間の受注高は２億９千６百万円(前年同期比33.5％減)となりました。

 

なお、セグメント別の業績は以下のとおりであります。

（建設コンサルタント事業）

建設コンサルタント事業の当第１四半期累計期間の業績は、前事業年度からの繰越業務が15億１千５百万円（前

期比11.0％増）だったこともあり、完成業務収入２億１千１百万円(前年同四半期比52.4％増)、売上総利益６千９

百万円(同39.7％増)となりました。

（不動産賃貸等事業）

不動産賃貸等事業の当第１四半期累計期間の業績は、不動産賃貸等収入４千１百万円(前年同四半期比0.1％増)、

売上総利益１千１百万円(同3.4％増)となりました。

 

②売上高の季節的変動について

当社の主要事業である建設コンサルタント事業は、主要顧客先が国・地方自治体であることから、公共事業の工

期が事業年度末である３月および９月に集中する傾向にあるため、当社の売上高の計上時期が第２四半期会計期間

と第４四半期会計期間に偏る傾向が高い反面、販売費及び一般管理費は各四半期毎に概ね均等に発生するという季

節的変動要因があります。
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(2)財政状態の分析

(資産)

資産合計は、56億６千８百万円(前事業年度末比２億９千７百万円増)となりました。

主な増減内訳は、未成業務支出金(同２億９千７百万円増)等であります。

(負債)

負債合計は、37億７千９百万円(前事業年度末比３億６千５百万円増)となりました。

主な増減内訳は、業務未払金(同５千８百万円減)、短期借入金(同６億円増)、未払法人税等(同８千８百万円減)、

長期借入金(同７千万円減)等であります。

(純資産)

純資産合計は、18億８千９百万円(前事業年度末比６千７百万円減)となりました。

主な増減内訳は、利益剰余金(同７千５百万円減)等であります。

 
(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じ

た課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針につきましては、特に定めてお

りませんので、記載すべき事項はありません。

 

(4)研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 16,000,000

計 16,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成27年１月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年３月５日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引

業協会名
内容

普通株式 5,969,024 5,969,024
東京証券取引所　JASDAQ

(スタンダード)
（注）

計 5,969,024 5,969,024 ― ―
 

(注)株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年10月21日～
平成27年１月20日

― 5,969,024 ― 479,885 ― 306,201
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成26年10月20日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成26年10月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 368,500
 

―
権利内容に何ら制限のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,598,800
55,988 同上

単元未満株式 普通株式 1,724
 

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 5,969,024 ― ―

総株主の議決権 ― 55,988 ―
 

(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式27株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年10月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社キタック

新潟市中央区新光町10番地２ 368,500 ― 368,500 6.17

計 ― 368,500 ― 368,500 6.17
 

 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成26年10月21日から平成27年

１月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年10月21日から平成27年１月20日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は、子会社が存在しませんので四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年10月20日)
当第１四半期会計期間
(平成27年１月20日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 178,139 201,579

  受取手形及び完成業務未収入金 176,996 112,980

  未成業務支出金 467,122 764,131

  貯蔵品 3,358 2,593

  繰延税金資産 33,498 54,694

  その他 10,474 20,555

  貸倒引当金 △435 △283

  流動資産合計 869,155 1,156,251

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 302,241 299,437

   工具、器具及び備品（純額） 458,776 458,380

   賃貸資産（純額） 1,040,856 1,028,216

   土地 2,354,153 2,354,153

   その他（純額） 30,731 51,329

   有形固定資産合計 4,186,760 4,191,518

  無形固定資産 12,373 12,731

  投資その他の資産   

   投資有価証券 253,624 262,378

   繰延税金資産 30,449 27,959

   その他 18,280 17,409

   貸倒引当金 △4 △4

   投資その他の資産合計 302,349 307,743

  固定資産合計 4,501,482 4,511,992

 資産合計 5,370,637 5,668,244

負債の部   

 流動負債   

  業務未払金 118,066 59,523

  短期借入金 550,000 1,150,000

  1年内返済予定の長期借入金 287,812 284,242

  未払法人税等 89,597 1,155

  未成業務受入金 122,395 137,748

  賞与引当金 50,244 17,388

  役員賞与引当金 12,000 -

  業務損失引当金 11,500 17,470

  その他 159,691 171,171

  流動負債合計 1,401,307 1,838,699

 固定負債   

  社債 450,000 450,000

  長期借入金 1,283,833 1,213,675

  退職給付引当金 51,442 53,253

  役員退職慰労引当金 192,208 187,062

  その他 34,902 36,403

  固定負債合計 2,012,386 1,940,394

 負債合計 3,413,693 3,779,093
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成26年10月20日)
当第１四半期会計期間
(平成27年１月20日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 479,885 479,885

  資本剰余金 306,201 306,201

  利益剰余金 1,261,301 1,185,425

  自己株式 △110,509 △110,526

  株主資本合計 1,936,878 1,860,985

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 20,066 28,165

  評価・換算差額等合計 20,066 28,165

 純資産合計 1,956,944 1,889,151

負債純資産合計 5,370,637 5,668,244
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成25年10月21日
　至 平成26年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年10月21日
　至 平成27年１月20日)

売上高 180,463 253,162

売上原価 119,554 172,166

売上総利益 60,909 80,995

販売費及び一般管理費 121,460 128,471

営業損失（△） △60,551 △47,476

営業外収益   

 受取利息 1 1

 受取配当金 1,812 3,437

 業務受託手数料 3,467 2,580

 その他 846 1,141

 営業外収益合計 6,127 7,160

営業外費用   

 支払利息 11,844 11,506

 社債利息 703 904

 その他 4,575 2,778

 営業外費用合計 17,123 15,189

経常損失（△） △71,547 △55,504

税引前四半期純損失（△） △71,547 △55,504

法人税、住民税及び事業税 476 527

法人税等調整額 △25,183 △19,360

法人税等合計 △24,707 △18,833

四半期純損失（△） △46,840 △36,671
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【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間（自 平成25年10月21日　至 平成26年１月20日）及び当第１四半期累計期間（自 平成26

年10月21日　至 平成27年１月20日）

当社は、官公庁取引が大半を占める事業の性質上、売上高が第２四半期会計期間及び第４四半期会計期間に集中

する傾向があり、各四半期会計期間の業績に季節的変動があります。

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 

 
前第１四半期累計期間
(自　平成25年10月21日
至　平成26年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年10月21日
至　平成27年１月20日)

減価償却費 21,239千円 21,889千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成25年10月21日 至 平成26年１月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年１月15日
定時株主総会

普通株式 28,002 5.00 平成25年10月20日 平成26年１月16日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間(自 平成26年10月21日 至 平成27年１月20日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年１月15日
定時株主総会

普通株式 39,203 7.00 平成26年10月20日 平成27年１月16日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期累計期間(自 平成25年10月21日 至 平成26年１月20日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 
報告セグメント

建設コンサルタント事業 不動産賃貸等事業 計

売上高    

  外部顧客への売上高 138,582 41,881 180,463

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 138,582 41,881 180,463

セグメント利益 49,579 11,329 60,909
 

(注)　セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。

 

 

Ⅱ 当第１四半期累計期間(自 平成26年10月21日 至 平成27年１月20日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

   （単位：千円）

 
報告セグメント

建設コンサルタント事業 不動産賃貸等事業 計

売上高    

  外部顧客への売上高 211,219 41,942 253,162

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 211,219 41,942 253,162

セグメント利益 69,283 11,712 80,995
 

(注)　セグメント利益は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成25年10月21日
至 平成26年１月20日)

当第１四半期累計期間
(自 平成26年10月21日
至 平成27年１月20日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △8円36銭 △6円54銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純損失金額(△)(千円) △46,840 △36,671

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △46,840 △36,671

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,600,589 5,600,480
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。　　

 

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

 

 

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成27年２月25日

株式会社キタック

取締役会  御中

有限責任監査法人　トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   白　井　　　正　　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   神　代　　　勲　　　　印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社キタッ

クの平成26年10月21日から平成27年10月20日までの第43期事業年度の第１四半期会計期間(平成26年10月21日から平成27

年１月20日まで)及び第１四半期累計期間(平成26年10月21日から平成27年１月20日まで)に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社キタックの平成27年１月20日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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